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１．化学物質排出把握管理促進法（化管法）

の概要
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日本の化学物質管理制度について

• 日本の化学物質管理法令は、有害性・ばく露経路等に応じて策定されている。
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・環境経由で、人健康や生態影響を及ぼ
す化学物質が対象（PCB等）
・事前審査＋リスク評価

・PRTR、SDS（情報の開示・共有）
・企業の自主的管理促進

・過去化学兵
器製造に用い
られたもの等
が対象
・サリンやＶＸ
ガスなど

・毒物（青酸カリ等）、
劇物（硫酸等）など

※経産省所管は緑色の６つの法令
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化管法の概要 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律

• 事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止す

ることを目的とする。（法第1条）

• 事業者は国が定める化学物質管理指針に留意した化学物質管理を実施するとともに、進捗状

況等の情報提供を行う等国民の理解を図るよう努めなければならない。（法第4条）

SDS制度

•有害性のおそれのある化学物質及び当該化学物質を含有
 する製品を、事業者間で譲渡・提供する際に、化学物質
 の性状及び取扱い情報を提供することを義務づける制度。

•化学物質の適正管理に必要な情報提供を義務づけ、事業者による自主管理を
促進する。

<対象化学物質＞

第一種指定化学物質（515物質）及び第二種指定化学物質（134物質）
※令和５年4月改正政令施行により対象化学物質が変更（第一種：462物質、第二種：100物質）。

＜対象事業者＞

・対象業種・従業員数・取扱量等に関わらず、指定化学物質及び指定化学物質
を1質量％以上（特定第一種指定化学物質の場合は0.1質量％以上）含有する
製品を国内において他の事業者に譲渡・提供する事業者

•人の健康や生態系に有害なおそれがある化学物質について、
 環境中への排出量及び廃棄物等に含まれての移動量を事業者が
 把握し、国に報告。

•国は、事業者から届出された排出量・移動量の集計結果及び届出対象外の推
計排出量を併せて公表。

<対象化学物質＞

第一種指定化学物質(515物質)
※令和５年4月改正政令施行により対象化学物質が462物質から変更。

＜対象事業者＞

・対象業種：政令で指定する24業種を営む事業者

・従業員数：常用雇用者数21人以上の事業者

・取扱量等：第一種指定化学物質の年間取扱量が1t以上（特定第一種指定化
学物質の場合は0.5t以上）ある事業所を有する事業者等

PRTR制度 (Pollutant Release and Transfer Register) (Safety Data Sheet)
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・PRTR制度・SDS制度における指定化学物質（第1条、第2条）

・PRTR制度の対象業種（第3条） ・事業者の要件（第4条） ・対象製品の要件（第5条、第6条） 等を規定

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令（施行令/政令）

6

化管法関係政省令

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則（施行規則）

指定化学物質の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令（化管法SDS省令）

・第一種指定化学物質の排出量・移動量の算出方法、把握内容（第2条、第3条、特別要件施設の規定等：第4条）

・届出に関する内容（届出の方法、届出の事項、届出様式等：第5条、第6条）

・対応化学物質分類名への変更請求等（指定化学物質の使用その他の取扱いに関する情報が秘密情報である場合：第7条、第8条）

等を規定

・指定化学物質等の情報提供方法（第２条）

・提供しなければならない情報（第３条） ・提供しなければならない情報の記載方法（第４条）

・ラベル表示（第５条） 等を規定

第一種指定化学物質の排出量等の届出事項の集計の方法等を定める省令（集計省令）

・届出事項の集計の方法（第４条） 等を規定
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化管法の対象物質 （法第2条、施行令第1、2条）

第一種指定化学物質：５１５物質 （PRTR制度、SDS制度）

特定第一種指定化学物質※：２３物質

※第一種指定化学物質のうち、発がん性、変異原性、生殖毒性について高い有害性が認められる物質、
一定以上の生態毒性を有する物質で難分解性かつ高蓄積性を有する物質。

第二種指定化学物質：１３４物質 （SDS制度）

⇒ 有害性（ハザード）とばく露可能性に着目して選定

ばく露可能性
第一種指定化学物質

➢過去10年に、環境モニタリング（「黒本」）の複数地域で検出

➢年間排出量10トン以上、移動量100トン以上（PRTRデータあり）

➢年間排出量推計値10トン以上（PRTRデータなし、化審法用途のみ）

➢製造・輸入量100トン（農薬10トン）以上（ 〃、化審法用途以外）

➢環境保全施策上必要な物質※

第二種指定化学物質

➢過去10年に、環境モニタリング（「黒本」）の１地域で検出

➢年間排出量1トン以上、移動量10トン以上（PRTRデータあり）

➢年間排出量推計値、製造・輸入量1トン以上（PRTRデータなし）

有害性（ハザード）

・発がん性 ・変異原性

・経口慢性毒性 ・吸入慢性毒性

・作業環境毒性 ・生殖発生毒性

・感作性  ・生態毒性

・オゾン層破壊物質

※ばく露性の基準を考慮せず、有害性基準に該当し自主管理が必要な物質
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対象化学物質の確認方法

• 対象化学物質のリストは、経産省及びNITE＊のホームページからダウンロード可能。

【管理番号リスト（新旧対照表）】

全化学物質の管理番号、新旧政令番号、変遷について確認可能。
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/seirei4.html

【指定化学物質リスト（種別、政令番号順）】

（第一種指定化学物質）https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/pdf/211015class1.pdf
（第二種指定化学物質）https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/pdf/211015class2.pdf

【代表的なCAS登録番号】

NITEのホームページにて、代表的なCAS登録番号について確認可能。変遷についても確認可能。
https://www.nite.go.jp/chem/prtr/data/R3_PRTR_SDS_LIST.xlsx

管理番号
*1

CAS登録番号
*2

2021(R3)改正
物質名*3

2021(R3)改正
別名*4

2021(R3)改正
政令番号*5

2021(R3)改正
種別*6

【名称変更】
*7

【種別変更】*8 【追加】
*9

1 亜鉛の水溶性化合物 1-001 第一種

279-06-1 アクリルアミド 1-003 第一種

3140-88-5 アクリル酸エチル 1-004 第一種

4 アクリル酸及びその水溶性塩 1-006 第一種

52439-35-2
アクリル酸２－（ジメチルアミノ）エチ
ル

1-007 第一種

6818-61-1 アクリル酸２－ヒドロキシエチル 2-001 第二種 ○

7141-32-2 アクリル酸ブチル 1-009 第一種 ○

（一部抜粋）

＊NITE 独立行政法人製品評価技術基盤機構

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/seirei4.html
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/pdf/211015class1.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/pdf/211015class2.pdf
https://www.nite.go.jp/chem/prtr/data/R3_PRTR_SDS_LIST.xlsx
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対象化学物質の確認方法（参考情報）

【確認済みのCAS登録番号】

NITEのホームページにて、参考情報として、対象化学物質に含まれることが確認されたCAS登録番号を記載。
https://www.nite.go.jp/chem/prtr/data/R3_PRTR_SDS_ALL_LIST.xlsx

【英語版リスト】

NITE-CHRIP（英語版） にて、参考情報として掲載。
https://www.chem-info.nite.go.jp/en/chem/chrip/chrip_search/intSrhSpcLst?_e_trans=&slScNm=RJ_02_002

管理
番号

CAS登録番号 2021(令和3)年改正政令 2008(平成20)年改正政令 フラグ
政令番
号

種別 物質名 別名
政令番
号

種別 物質名 別名
水和物（注
１）

金属化合物
（注２）

1 557-13-1 1-001第一種
亜鉛の水溶性化合
物

1-001第一種
亜鉛の水溶性化合
物

亜鉛

1 557-34-6 1-001第一種
亜鉛の水溶性化合
物

1-001第一種
亜鉛の水溶性化合
物

亜鉛

1 557-42-6 1-001第一種
亜鉛の水溶性化合
物

1-001第一種
亜鉛の水溶性化合
物

亜鉛

https://www.nite.go.jp/chem/prtr/data/R3_PRTR_SDS_ALL_LIST.xlsx
https://www.chem-info.nite.go.jp/en/chem/chrip/chrip_search/intSrhSpcLst?_e_trans=&slScNm=RJ_02_002
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ＰＲＴＲ制度 （法第５、８、９条）

• 化学物質排出移動量届出制度（Pollutant Release and Transfer Register)

• 対象事業者は、事業活動に伴う環境中への化学物質の排出量等を年度ごとに把握し、都道府

県知事を経由して国へ届出、国は届け出されたデータを集計し公表。

国

届出排出量等の集計、
届出以外の排出量の推計

事業所管大臣

経済産業大臣

環境大臣

管理状況に対する評価

（PRTR制度の仕組み）

対象業種：24業種
※32,209事業所（2022年度）

第一種指定化学物質の環境への排出量、廃棄物等に
含まれ、事業所外へ移動する量を把握

NITE

事業者

・物質別、業種別、地域別等の集計結
果を公表
・個別事業所の届出データも公表

国民

都道府県

受付、事業所管大臣への移送

排出・移動量の届出（年１回）
・届出システム等の維持・管理
・運用支援

移動
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PRTR届出年間スケジュール

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

届出

国による
公表電子使用

届出受付 次年度用の電子使用届出受付

・変更届出受付（11/30）（過年度の変更含む）
・自治体、国による届出内容の確認

電子届出も
6/30まで

次年度届出準備（排出量・移動量算出のための数値把握、集計作業等）
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PRTR制度の対象物質・対象事業者 （法第2条、施行令第1、３～5条）

PRTR制度の対象物質 （法第２条、施行令第１条） PRTR制度の対象製品 （法第２条、施行令第５条）

PRTR制度の対象事業者  （法第２条、施行令第３、４条）

区 分 物質数

第一種指定化学物質 515物質

第一種指定化学物質を１質量％以上（特定第一種指定化学物質は
0.1質量％以上）含み、以下のいずれにも該当しない製品

対象業種 対象業種として政令で指定している24種類の業種に属する事業を営んでいる事業者

事業者規模
本社及び全国の支社、出張所等を含め、全事業所を合算した従業員数が21人以上の事業者
※いわゆる嘱託、パート、アルバイトが含まれる場合もある。

年間取扱量
（年間製造量 + 年間使用量）

いずれかの第一種指定化学物質の年間取扱量が１トン以上（特定第一種指定化学物質は
0.5トン以上）の事業所を有する事業者等、又は他法令で定める特定の施設（特別要件施設
※）を設置している事業者

※鉱山保安法上の関連施設、下水道終末処理施設、一般廃棄物処理施設／産業廃棄物処理施設、ダイオキシン類
対策特別措置法上の特定施設

事
業
者
単
位

事
業
所
単
位
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（参考）対象製品 （施行令第5条）

×

×

×

×

×

※資源の有効な利用の促進に関する法律（平成三年法律第四十八号）

第二条第四項に規定する再生資源のことを指します。

○：対象となるもの、×：対象とならないもの
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（参考）PRTR届出対象業種一覧 （施行令第3条）

1 4 電気業 一般廃棄物処理業

2 5 ガス業 (ごみ処分業に限る。)

6 熱供給業 産業廃棄物処分業

a 食料品製造業 7 下水道業

b 飲料・たばこ・飼料製造業 8 鉄道業

c 繊維工業 22 医療業

d 衣服・その他の繊維製品製造業 高等教育機関

e 木材・木製品製造業

f 家具・装備品製造業 10 石油卸売業

g パルプ・紙・紙加工品製造業 鉄スクラップ卸売業 24 自然科学研究所

h 出版・印刷・同関連産業

i 化学工業

j 石油製品・石炭製品製造業

k プラスチック製品製造業

l ゴム製品製造業 自動車卸売業

m なめし革・同製品・毛皮製造業

n 窯業・土石製品製造業

o 鉄鋼業

p 非鉄金属製造業 13 燃料小売業

q 金属製品製造業 14 洗濯業

r 一般機械器具製造業 15 写真業

s 電気機械器具製造業 16 自動車整備業

t 輸送用機械器具製造業 17 機械修理業

u 精密機械器具製造業 18 商品検査業

v 武器製造業 計量証明業

w その他の製造業 (一般計量証明業を除く。)

20

21

3

(自動車用エアコンディショナーに封入され

た物質を回収し、又は自動車の車体に装

着された自動車用エアコンディショナーを取

り外すものに限る。)

11

23 (付属施設を含み、人文科学のみに係

るものを除く。)

(自動車用エアコンディショナーに封入され

た物質を取り扱うものに限る。)

19

製造業

9

倉庫業(農作物を保管する場合又は貯

蔵タンクにより気体又は液体を貯蔵する場

合に限る。)

12

金属鉱業

原油及び天然ガス鉱業

(特別管理産業廃棄物処分業を含

む。)

※第一種指定化学物質を環境中に排出すると見込ま

れる業種を、届出義務による事業者の負担も勘案し、

決定。
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届出事項-１ （法第5条第2項、施行規則第6条）

事業所ごとの届出事項

・事業者の名称

・事業所の名称

・事業所の所在地

・事業所において常時使用される

従業員の数

・事業所において行われている

事業が属する業種

令和6（2024）年度届出から追加

メールアドレスの追加

法人番号の追加

保有されている場合は記載をお願いします！
※国税庁法人番号公表サイトで確認できます。

電子届出では、自動的に入力されます。

PRTR届出の手引き https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/tebiki2.html

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/tebiki2.html
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届出事項-２ （法第5条第2項、施行規則第6条）

第一種指定化学物質ごとの届出事項

（化学物質の情報）
・第一種指定化学物質の名称
・第一種指定化学物質の管理番号

（排出量）
・大気への排出
・公共水域への排出
・当該事業所における土壌への排出
（当該事業所における埋立処分を除く。）

・当該事業所における埋立処分

（移動量）
・下水道への移動
・当該事業所の外への移動
（下水道への移動を除く。）

電子届出では、届出システム届出項目に
自動反映（継続物質は自動入力）。

令和6（2024）年度届出から変更

管理番号の導入
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（参考）管理番号の導入

• 事業者の負担軽減のために管理番号を導入（政令改正のたびにPRTR届出に必要な政令番号が

変更されることとなる）。

• 管理番号は改正前の政令番号を基本として改正前の第1種指定化学物質、第2種指定化学物質、

新たに追加された第1種指定化学物質、第2種指定化学物質の順に番号を付与。

管理番号リスト https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/seirei4.html

管理番号の付与：
見直し前の第1種から
順番に付与しており、
462番までは見直し前
の政令番号と同一

指定物質から外れたものは、
セルをグレーで表記

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/seirei4.html
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把握する排出量等の区分 （施行規則第2～4条）

排出量

1. 大気への排出

2. 公共用水域への排出

3. 当該事業所における土壌への排出

4. 当該事業所における埋立処分

移動量

5. 下水道への移動

6. 当該事業所の外への移動 （5によるものを除く）

1.大気

2.公共用水域

（直接）

4.事業場内での
埋め立て処分

3.土壌

6.事業所の外へ
の移動（廃棄）

5.下水道
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把握する排出量等の算出・把握方法 （施行規則第2～4条）

算出方法 －以下の５つの方法から選択

1. 物質収支を用いる方法：事業所に入ってきた量と出ていった量の差を求める

2. 実測値を用いる方法：排ガス等の濃度を実測し、その数値に排ガス量等を乗じる

3. 排出係数を用いる方法※：取扱量に排出係数を乗じる

4. 物性値を用いる方法：排ガス等に物性値（蒸気圧、溶解度など）を乗じる

5. その他的確に算出できると認められる方法

※「PRTR排出量等算出マニュアル」（経済産業省・環境省）にて、詳細内容を掲載。 排出係数は、業界が設定した排出係数等もあり、事業者が適宜選択。

PRTR排出量等算出マニュアル https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/PRTRmunyuaru_r6.html

排出量 または 移動量 年間取扱量 製造品としての搬出量 他の排出量・移動量＝ - -

年間の排ガス量、排水量
または 廃棄物量

排ガス、排水 または
廃棄物中の対象物質濃度

＝ ×排出量  または  移動量

年間取扱量排出係数 ×＝排出量 または 移動量

物性値を用いた計算による排ガス、排水
または 廃棄物中の対象物質濃度

年間の排ガス量、排水量
または 廃棄物量

排出量 または 移動量 ＝ ×

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/PRTRmunyuaru_r6.html


経済産業省化学物質管理セミナー2024

21

ＰＲＴＲ届出・集計の区分 （法第9条第1項、集計省令第5条）

• 経済産業大臣及び環境大臣は、対象事業者から届け出られた排出量以外の対象化学物質の環

境への排出量を推計し、届け出られた排出量の結果と併せて公表している。

• 推計を行う事項は、４つに分類（①届出対象外、②非対象業種のみを営む事業者からの排出

量、③家庭からの排出量、④移動体からの排出量）されている。

事業者からの届出

国の推計
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公表内容 （法第8、９条、集計省令第4～6条）

• 届出内容、集計及び推計の結果を、経産省及び環境省のHPにて毎年公表。

●届出排出量・移動量の対象化学物質別集計結果

1. 排出・移動先別の集計

✓ 全国・全業種
✓ 都道府県別・全業種
✓ 全国・業種別
✓ 都道府県別・業種別

2. 従業員数区分別の集計

✓ 全国・業種別
✓ 都道府県別・業種別

●届出外排出量の推計値の対象化学物質別集計結果

3. 算出事項（対象業種・非対象業種・家庭・移動体）別の集計

✓ 全国
✓ 都道府県別

4.移動体の区分（自動車・二輪車・特殊自動車・船舶・鉄道車両航空機）別の集計

✓ 全国
✓ 都道府県別

経済産業省 https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/r4kohyo/shukeikekka.html
環境省 https://www.env.go.jp/chemi/prtr/result/gaiyo.html

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/r4kohyo/shukeikekka.html
https://www.env.go.jp/chemi/prtr/result/gaiyo.html
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2022（令和4）年度PRTR届出排出量・移動量の概要

• 2022（令和4）年度における排出量・移動量は、369千トン（前年度比4.0％減）。

－ 排出量 122千トン（前年度比2.5％減）  － 移動量 247千トン（前年度比4.7％減）

※届出事業所（約3万2千事業所）計

• 当該年度の届出外排出量（対象外事業者、家庭、移動体）は、187千トンと推計。

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000 平成21年度まで：354物質、23業種

平成22年度以降：462物質、24業種

単位（トン）
移動量

排出量
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化学物質の排出状況等の情報提供-１

• 「PRTRけんさくん」（PRTRデータ分析システム）をインターネットで公開。

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/6a.html

• 個別事業所毎の事業所名、住所、業種、届出物質、排出・移動量等の表示、物質や地域ごと

の集計や年度ごとの経年比較を行うことができる。

＜データ集計機能＞ ＜グラフ表示＞

透明性の高い情報の公開は、
地域住民の理解の増進にも寄与

届出データ公表後、けん
さくんからExcelでの出力
が可能となります！

＜事業所データ＞

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/6a.html
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化学物質の排出状況等の情報提供-２

• PRTR制度に基づき届出・推計されたデータ（事業所データ、排出量データ、推計濃度デー

タ※）については、NITEホームページ※※上で公開。

※AIST-ADMERを用いて大気中推定濃度を計算 ※※ https://www.nite.go.jp/chem/prtr/mapdata/index.html

• ダウンロードデータは地図情報システム（GIS）ソフトにより、独自にデータの表示、解析、

加工が可能。

（出典）環境省：PRTRインフォメーション広場事業所マップ 排出量・移動量 経年変化（出典）環境省：PRTRインフォメーション広場（出典）環境省：PRTRインフォメーション広場

（出典）NITEウェブサイト （出典）NITEウェブサイト （出典）NITEウェブサイト事業所データの利用例 排出量データの利用例 推計濃度データの利用例

https://www.nite.go.jp/chem/prtr/mapdata/index.html
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SDS制度とは （法第14条）

• SDSとは、化学品の安全な取り扱いを確保するために、化学品の危険有害性等に関する情報

を記載した文書。（Safety Data Sheet：安全データシート）

• 事業者間で化学品を取引する時までに提供し、化学品の危険有害性や適切な取り扱い方法に

関する情報等を、供給者側から受け取り側の事業者に伝達するための仕組み。

• SDSは、これらの化学品を使用して作業をする労働者等にとって、取り扱い時等において、

非常に有益な情報伝達ツールとなる。

• 国内では化管法の他、労安法、毒劇法でSDS制度が導入されている。

化学品の
製造業者／輸入業者

調剤メーカー等 卸売業者
小売業者

セットメーカー等

物質の
SDS

混合物の
SDS

混合物の
SDS

SDSの提供フロー



経済産業省化学物質管理セミナー2024

28

SDSの記載項目 （法第14条、SDS省令第3、4条）

• SDSの記載項目はGHSに対応した16項目。日本語で記載するよう規定している。

• SDSの作成、提供に際しては、国連GHS文書に対応しているJIS Z 7253に適合する方法で行

うよう努めることとしている。

化管法 JIS Z 7253

指定化学物質又は製品の名称、指定化学物質等取扱事業者の氏名又は名称、住所及び連絡先 項目１ 化学品及び会社情報

危険有害性の要約 項目２ 危険有害性の要約

製品が含有する第一種指定化学物質又は第二種指定化学物質の名称及びその含有率（有効数字2桁） 項目３ 組成及び成分情報

指定化学物質等により被害を受けた者に対する応急措置 項目４ 応急措置

指定化学物質等を取り扱う事業所において火災が発生した場合に必要な措置 項目５ 火災時の措置

指定化学物質等が漏出した際に必要な措置 項目６ 漏出時の措置

指定化学物質等の取扱い上及び保管上の注意 項目７ 取扱い及び保管上の注意

指定化学物質等を取り扱う事業所において人が当該指定化学物質等に暴露されることの防止に関する措置 項目８ ばく露防止及び保護措置

指定化学物質等の物理的化学的性状 項目９ 物理的及び化学的性質

指定化学物質等の安定性及び反応性 項目10 安定性及び反応性

指定化学物質等の有害性 項目11 有害性情報

指定化学物質等の環境影響 項目12 環境影響情報

指定化学物質等の廃棄上の注意 項目13 廃棄上の注意

指定化学物質等の輸送上の注意 項目14 輸送上の注意

指定化学物質等について適用される法令 項目15 適用法令

指定化学物質等取扱い事業者が必要と認める事項 項目16 その他の情報
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GHS （化学品の分類及び表示に関する世界調和システム）

• GHS (the Globally Harmonized System of classification and labelling of chemicals)とは、

国連GHS文書により国際的に推奨されている化学品の危険有害性の分類基準・情報伝達方法。

• 欧州各国、米国、ロシア、中国等をはじめ84カ国で導入されている。

• 分類基準や表示方法が調和できれば、各国の情報提供規則への対応のみで輸出可能となり、事

業者の負担が減る。

GHSによる分類基準・情報伝達

【GHS導入のねらい】

分
類

以下の危険有害性（ハザード）の分類基準

⚫ 物理化学的危険性 （爆発物、可燃性等 17項目）
⚫ 健康に対する有害性（急性毒性、眼刺激性、発がん性等 10項目）
⚫ 環境に対する有害性（水生環境有害性等 2項目）

●●●

危険

○○○○○・・・
△△△△・・・・

安全データシート
（SDS）

---------------
---------------
----

●●●
---------------
--
---------------
--
---------------
--

ラベルにより、化学
品の危険有害性情報
や適切な取扱い方法
を伝達

情
報
伝
達

事業者間の取引時に
SDSを提供し、化学品
の危険有害性や適切な
取扱い方法等を伝達

ラベル ＳＤＳ（安全データシート）

SDSGHS導入されている場合、
分類基準が統一されてお
り、追加の試験・評価等
が不要となり負担軽減。

SDS

SDS

例えば、ASEANへ輸出

●人の健康や環境の保護を強化
●化学品の試験・評価の重複を回避
●事業者の負担軽減と国際競争力の強化に貢献
●自社の安全性イメージ向上に寄与
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SDS制度の対象物質、提供方法等
（法第2、14条、施行令第1～6条、SDS省令第2、6条）

• 指定化学物質及び指定化学物質を1質量％以上（特定第一種指定化学物質の場合は0.1質量％

以上）含有する製品を国内において他の事業者に譲渡・提供する事業者が対象。

• 昨今のデジタル化の進展を踏まえ、SDS省令を改正し、電子的な提供方法を柔軟化。

区分 物質数

第一種指定化学物質 515物質

第二種指定化学物質 134物質

合計 649物質

対象物質

SDS制度における「製品」とは

※対象外製品は、PRTR制度と同じ

指定化学物質（第一種、第二種）を１質量％以上（特定第一
種指定化学物質は０.１質量％以上）含み、以下のいずれに
も該当しない製品

提供方法

文書の交付

相手方が容易に閲覧できる方法を追加

電子メールの送信、
インターネット掲載

FAXの送信光ディスク等
の交付

✓ 指定化学物質、それを含有する製品を国内の他の事
業者に譲渡、提供する時までに提供。

✓ 提供したSDSの内容に変更の必要が生じた場合、速
やかに、変更後の内容を含むSDSの提供に努める。

✓ 製品中の対象化学物質成分及び含有率といった機密
情報は、別添として提供することも可能。

令和4年度から
提供方法が柔軟化！
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（参考）SDS作成について

SDS・ラベル作成ガイド（SDS作成をサポート）

SDS・ラベル作成方法、作成例を記載した化管法に基づくSDS・ラベル作成ガイドを作成、経産省HPで
公表。

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/information/seminar/SDS_guidance.pdf

SDSの危険有害性項目

物理化学的危険性

健康に対する有害性

環境に対する有害性

●水生環境有害性 ●オゾン層への有害性

●爆発物

●可燃性ガス（自然発火性ガス、

化学的に不安定なガスを含む）

●エアゾール

●酸化性ガス

●高圧ガス

●水反応可燃性化学品

●酸化性液体

●酸化性固体

●有機過酸化物

●金属腐食性化学品

●鈍性化爆発物

●引火性液体

●可燃性固体

●自己反応性化学品

●自然発火性液体

●自然発火性固体

●自己発熱性化学品

●急性毒性

●皮膚腐食性／刺激性

●眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性

●呼吸器感作性又は皮膚感作性

●特定標的臓器毒性（単回ばく露）

●特定標的臓器毒性（反復ばく露）

●誤えん有害性

●生殖細胞変異原性

●発がん性

●生殖毒性

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/information/seminar/SDS_guidance.pdf
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ラベル表示 （SDS省令第5条）

• 化管法SDS制度では、SDS提供を義務づけるとともに、ラベルによる表示に努めることが規

定されている。化管法に基づくラベルの作成、提供に際しては、JIS Z 7253に適合する方法

で行うよう努めることとしている。

ラベルに記載すべき情報

モデルラベル

化管法 JIS Z 7253

指定化学物質等の物理化学的性状、安定性、
反応性、有害性又は環境影響に対応する絵表示

危険有害性を表す絵表示

注意喚起語 注意喚起語

指定化学物質等の物理化学的性状、安定性、
反応性、有害性及び環境影響

危険有害性情報

指定化学物質等の貯蔵又は取扱い上の注意 注意書き

第一種指定化学物質又は第二種指定化学物質
の名称

化学品の名称
第一種指定化学物質又は第二種指定化学物質
を含有する製品の名称

表示をする者の氏名（法人にあっては、その名
称）、住所及び電話番号

供給者を特定する情報

-
その他国内法令によって表示が求めら
れる事項
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日本におけるGHS導入に向けた取組-１

GHSに対応した日本産業規格（JIS）の整備、引用

GHSに基づくSDS及びラベル作成への支援（情報提供）

●日本国内では、GHSに対応する日本産業規格（JIS）を整備、国内SDS関連法令での引用。

・JIS Z 7252（GHSに基づく化学品の分類方法）
・JIS Z 7253（GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法-ラベル、作業場内の表示及び安全データシート（SDS））

●2019（令和元）年５月、JISが改正され、現在、国連GHS文書第6版に対応。

●GHSに基づく政府分類の公表

令和５年度までに約3,300物質のGHS分類結果を（独）製品評価技術基盤機構（NITE）HPにて公表。

（NITEHP：NITE統合版（GHS分類結果）） https://www.chem-info.nite.go.jp/chem/ghs/ghs_index.html

●GHS対応モデルラベル・モデルSDS情報の公表

政府によるGHS分類結果に基づくモデルラベル・モデルSDSを厚生労働省HPにて公表。

（厚労省HP 職場のあんぜんサイト） https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/GHS_MSD_FND.aspx

●国連GHS文書の邦訳

「GHS関係省庁等連絡会議」において、国連GHS文書の原文から日本語への翻訳作業を実施、関係省庁等の
HPにて公開。

（掲載URL） https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/ghs_text.html

NITE統合版（GHS分類結果）

GHS対応モデルラベル・モデルSDS

https://www.chem-info.nite.go.jp/chem/ghs/ghs_index.html
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/GHS_MSD_FND.aspx
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/ghs_text.html
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日本におけるGHS導入に向けた取組-２

GHSに基づくSDS及びラベル作成への支援（ツール提供）

●GHS分類ガイダンスの作成・公表

ＧＨＳ分類をより正確かつ効率的に実施するための手引き。経産省HPからダウンロード可能。
国連GHS文書改訂６版に基づくJIS Z 7252：2019に対応。

（経産省HP） https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/ghs_tool_01GHSmanual.html

●NITE-Gmiccs（GHS混合物分類判定ラベル／SDS作成支援システム invented by METI）

JIS Z 7252に準拠した混合物のGHS分類判定、ラベル情報の出力、SDSの作成支援を行うシステム。
 （独）製品評価技術基盤機構（NITE）のHPにて公表。

（NITEHP：NITEｰGmiccs） https://www.ghs.nite.go.jp/

●GHSパンフレットの作成・公表

GHSパンフレット「－GHS対応－化管法・安衛法・毒劇法におけるラベル表示・SDS提供制度」を経産省と厚労省が共同で作成・
各省HPで公表。

（経産省HP） https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/information/seminar/GHSpamphlet.pdf

混合物
GHS分類結果

混合物
GHSラベル

混合物
SDS様式

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/ghs_tool_01GHSmanual.html
https://www.ghs.nite.go.jp/
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/information/seminar/GHSpamphlet.pdf
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最近の主な法令改正①（指定化学物質等の見直し 施行令改正）

• 最新の有害性に関する知見や排出状況等を踏まえ、指定化学物質等の見直しを実施。

➢ PRTR制度 ：（令和5年4月1日～）排出・移動量の把握 →（令和6年4月1日～）届出

➢ SDS制度 ：（令和5年4月1日～）SDSの提供開始

第１種指定化学物質

PRTR・SDS

第２種指定化学物質

SDS

462物質

100物質

515物質

134物質

＜改正前（～令和5年3月）＞ ＜改正後（令和5年4月～）＞

追加256、除外164、変更（第1種→第2種、第2種→第1種）
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最近の主な法令改正②（化学物質管理指針 指針改正等）

• 近年の災害の発生状況等を受け、①地方公共団体との連携、②災害による被害の防止に係る平時から

の取組を留意事項として追加。 （令和４年１１月）

• 事業者が具体的な方策を検討する際の一助となるよう、取組の好事例を紹介する「災害による化学物質

等による被害の未然防止に向けた好事例集」を公表 （令和６年２月 経済産業省・環境省）

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/information/pdf/shishin_jireishuu.pdf

＜ドラム缶の横置き落下防止例＞ ＜実験室の試薬瓶の転倒・衝突対策の例＞

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/information/pdf/shishin_jireishuu.pdf
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（参考）化学物質管理指針

• 化管法第３条に基づき、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障

を未然に防止するため、指定化学物質等取扱事業者が化学物質の管理に関して一般的・業種横断的

に講ずべきと考えられる事項をガイドラインとしてまとめたもの。 

• 化学物質管理指針の策定。

環境大臣、経産大臣

• 化学物質管理指針に留意し、指定化学物質等の
製造、使用その他の取扱い等に係る管理を行う。

• 管理の状況に関する国民の理解を深めるよう努
める。

事業者

第三条 主務大臣は、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止するため、化学物質の物理的化学的性状につい
ての科学的知見及び化学物質の製造、使用その他の取扱い等に関する技術の動向を勘案し、指定化学物質等取扱事業者が講ずべき第一種指定化学物質等及び
第二種指定化学物質等（以下「指定化学物質等」という。）の管理に係る措置に関する指針（以下「化学物質管理指針」という。）を定めるものとする。

化管法第３条第１項

① 指定化学物質等の製造、使用その他の取扱いに係る設備の改善その
他の指定化学物質等の管理の方法に関する事項

② 指定化学物質等の製造の過程におけるその回収、再利用その他の指
定化学物質等の使用の合理化に関する事項

③ 指定化学物質等の管理の方法及び使用の合理化並びに第一種指定化
学物質の排出の状況に関する国民の理解の増進に関する事項

④ 指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の活用に関する事項

化学物質管理指針に定めるべき事項
（化管法３条第２項）

指定化学物質等取扱事業者が講ずべき第一種指定化学物質等及び第二種指定化学物質
等の管理に係る措置に関する指針 （平成12年環境庁・通商産業省告示第１号）
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本日のポイント

• 化管法は、事業者による化学物質の自主的な管理の改善の促進が目的のひとつ

• PRTR制度（排出量等の把握・届出・公表） と SDS制度（事業者間の情報提供）

適切な化学物質管理を行うために、事業者の皆様の協力が不可欠です。

電子届出をご利用ください！
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Q&A

• 化管法に関するQ＆Aを経産省HPで公表しています。

【基本事項に関するQ&A】

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/qa/1.html

問54 （輸入品のSDS）
化管法における指定化学物質、指定化学物質を規定含有率以上含有する製品を輸入して、通関後そのまま客先へ直送することを考えていま
す。海外の製造業者の用意するSDSは英文であり、作成者もその製造業者となっています。これをそのまま客先に渡すことは何か問題があ
りますか。もし日本語版が必要ということであれば、その文責は誰になりますか。

答 化管法に基づくSDSの提供義務は、化管法における指定化学物質、指定化学物質を規定含有率以上含有する製品を国内の事業者に譲
渡・提供する事業者に課されます。したがって、ご質問のような場合は、貴社に化管法に基づくSDSの提供義務があります。化管法に基づ
くSDSに記載する事業者の名称、住所、担当者の連絡先は、貴社の情報を記載してください。貴社が作成・提供する化管法に基づくSDSの
文責は貴社にあります。また、化管法に基づくSDSは邦文（日本語）で作成・提供することと規定（SDS省令第４条）しています。

問91 （化管法以外で国内でSDSを求める法令）
SDSの提供が義務化されている法令は、化管法以外にどのようなものがありますか。

答 国内において、化学品にSDSの提供を求める法令は、化管法のほかに、厚生労働省が所管する労働安全衛生法、毒物及び劇物取締法で
す。各法令において、対象化学物質及び対象化学物質を含有する製品の場合はその裾切値をそれぞれ規定しています。詳細については、各
窓口までお問い合わせください。

【PRTR制度に関するQ＆A】 https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/qa/manual_faq.html

【化管法SDS制度に関するQ＆A】 https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/qa/3.html

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/qa/1.html
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/qa/manual_faq.html
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/qa/3.html
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https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/index.html

【政省令改正のページ】
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/8.html

【審議会・パブリックコメント情報のページ】
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/information/info5.html

【PRTR制度】
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/index.html

【PRTR電子届出】 NITEホームページ／PRTR電子届出方法はこちらから

https://www.nite.go.jp/chem/prtr/dtp.html

【SDS制度】
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/msds/msds.html

【GHS】
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/ghs.html

【Ｑ＆Ａ】
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/qa/qa.html

経済産業省化管法のページ

42

さいごに

https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/kagaku/kannrika_toiawase

お問い合わせフォーム

HPをリニューアル

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/index.html
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/8.html
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/information/info5.html
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/index.html
https://www.nite.go.jp/chem/prtr/dtp.html
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/msds/msds.html
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/ghs.html
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/qa/qa.html
https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/kagaku/kannrika_toiawase
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GHS・SDSの基礎

独立行政法人製品評価技術基盤機構
化学物質管理センター 情報基盤課

化学物質管理セミナー2024 第3回 化管法（SDS）編
2025年2月5日(水) 14:50-15:20



2

本講義の内容

１．GHSの基礎

２．化学物質（単一物質）のGHS分類

３．混合物（製品）のGHS分類

４．SDSの基礎

※実務では、国連GHS文書（原文）、法令、JIS等をご確認の上ご対応ください。
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GHSの概要

↑国連GHS文書（パープルブック）※2年ごとに改訂
2023/07/27公開の改訂10版が最新（日本国内は改訂6版に準拠）

https://unece.org/transport/dangerous-goods/ghs-rev10-2023

➢ 2003年7月に採択された国連勧告
➢化学品の危険有害性に関する分類基準
➢情報伝達に関する事項（安全データシート

（SDS）の内容および記述様式、ラベルに
記載すべき項目）

化学品の分類および表示に関する世界調和システム
GHS（Globally Harmonized System of 

Classification and Labelling of Chemicals）

（参考）厚生労働省 職場のあんぜんサイト
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/kag/ankg_ghs.htm

https://unece.org/transport/dangerous-goods/ghs-rev10-2023
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/kag/ankg_ghs.htm
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GHSにおける「危険有害性」
【物理化学的危険性 17項目】

爆発物
可燃性ガス
エアゾール
酸化性ガス
高圧ガス
引火性液体
可燃性固体
自己反応性化学品
自然発火性液体
自然発火性固体
自己発熱性化学品
水反応性可燃性化学品
酸化性液体
酸化性固体
有機過酸化物
金属腐食性化学品
鈍性化爆発物

【健康に対する有害性 10項目】
急性毒性
皮膚腐食性/刺激性
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性
呼吸器感作性または皮膚感作性
生殖細胞変異原性
発がん性
生殖毒性
特定標的臓器毒性（単回ばく露）
特定標的臓器毒性（反復ばく露）
誤えん有害性

【環境に対する有害性 2項目】
水生環境有害性（急性／短期）
水生環境有害性（慢性／長期）
オゾン層への有害性

化学品がもつ悪影響が生じる潜在的な特性。
物理化学的危険性、健康有害性及び環境有害性がある。

（参考）日本産業規格JIS Z 7252：2019
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✓ 目的

– 人の健康の維持と環境の保護を強化する

– 化学品の国際取引を促進する

✓ 範囲・対象

– 危険有害性を有する化学品（純粋な化学物質、希釈液、混合物）

– 労働者（労働分野）、消費者（消費者製品）、

輸送関係者（輸送分野）、緊急時対応者

GHSが整備された背景

国によって危険有害性の定義や表示およびSDSに必要な
情報が異なり、これらの違いは、健康と環境の保護や貿易
に影響を及ぼしていた。

世界中のどこでも化学品の危険有害性情報が正しく
伝達されることを目指して、世界共通の分類基準及び
情報伝達システムを整備したもの。
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GHS分類とラベル・SDSの関係

分類基準に従って、危険有害性区分を判定する。
・国連GHS文書
・日本産業規格JIS Z 7252
・事業者向けGHS分類ガイダンス

分類結果を含む化学品に関する情報をラベル・SDSで伝える。
・国連GHS文書の附属書
・日本産業規格JIS Z 7253
・化管法に基づくSDS・ラベル作成ガイド（経済産業省） 等

分類

情報伝達
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SDSのイメージ（厚生労働省モデルラベルを基に編集 ホルムアルデヒド）

安全データシート（SDS）とは

事業者の責任の下で情報を提供し、
人の健康及び環境に対する

災害・事故を防止することが目的

※化学品の安全性を謳うためのものではない！

＜JIS Z 7253における定義＞
化学品について、化学物質、製品名、
供給者、危険有害性、安全上の予防
措置、緊急時対応などに関する情報
を記載する文書。
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SDSへの記載内容

１．化学品及び会社情報

２．危険有害性の要約

３．組成及び成分情報

４．応急措置

５．火災時の措置

６．漏出時の措置

７．取扱い及び保管上の注意

８．ばく露防止及び保護措置

９．物理的及び化学的性質

１０．安定性及び反応性

１１．有害性情報

１２．環境影響情報

１３．廃棄上の注意

１４．輸送上の注意

１５．適用法令

１６．その他の情報

GHS分類を実施しないとSDSが作成できない！
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ラベルとは

SDSから特に重要な情報を抽出し、視認性の良い記載にする。
労働現場では容器にラベルが貼付られていることが重要！

○○○○○ CAS番号： 50-00-0

毒物及び劇物取締法：

ロットNo. XYZ0123

消防法： 貯蔵等の届出を要する物質

劇物

【安全対策】
熱／火花／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること。－禁煙。
屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。
環境への放出を避けること。
保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。

【応急措置】
吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる
場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
呼吸に関する症状が出た場合：医師に連絡すること。
漏洩ガス火災の場合：漏えいが安全に停止されない限り消火しないこと。

【保管】
容器を密閉しておくこと。
施錠して保管すること。
日光から遮断し、換気の良い場所で保管すること。

【廃棄】
内容物／容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。

【その他の危険有害性】
情報なし

供 給 者：○○○○株式会社　　　 

注意書き

ホルムアルデヒド (Formaldehyde)

成分：

危険
危険有害性情報

極めて可燃性又は引火性の高いガス
高圧ガス：熱すると爆発のおそれ
飲み込むと有害
皮膚に接触すると有毒
遺伝性疾患のおそれの疑い
長期にわたる、又は反復ばく露による中枢神経系、呼吸器の障害

ラベル

＜JIS Z 7253における定義＞
化学品に関する情報要素のまとまりであって、
かつ、化学品の容器に直接印刷貼付け又は
添付されるもの。

（厚生労働省モデルラベルを基に編集 ホルムアルデヒド）
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ラベルに必要な情報

• 危険有害性を表す絵表示

• 注意喚起語

• 危険有害性情報

• 注意書き

• 化学品の名称

• 供給者を特定する情報

• その他国内法令によって表示が求められる事項

GHS分類を実施しないとラベルが作成できない！
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日本でGHSに基づくラベル・SDS作成を規定している法律は3つ（化管法、安衛法、毒劇法）

人
の
健
康
へ
の
影
響

急性毒性

長期毒性

労働環境
(国内輸送)

消費者 環境経由

生活環境（動
植物を含む）
への影響

廃
棄
物
処
理
法
等

排出・ｽﾄｯｸ汚染 廃棄

労
働
安
全
衛
生
法
（
安
衛
法
）

農
薬
取
締
法

有
害
物
質
含
有
家
庭
用
品
規
制
法

薬
機
法

建
築
基
準
法

食
品
衛
生
法

暴露

有害性

水
質
汚
濁
防
止
法

大
気
汚
染
防
止
法

土
壌
汚
染
対
策
法

オゾン層
破壊性

オゾン層
保護法

毒 劇 法

家
庭
用
品
品
質
表
示
法

化
学
物
質
審
査
規
制
法

（
化
審
法
）

化
学
物
質
排
出
把
握
管
理
促
進
法
（
化
管
法
）

農
薬
取
締
法

危機管理

化
学
兵
器
禁
止
法

農
薬
取
締
法

消 防 法

物理化学的
危険性

高圧ガス保安法

火薬類取締法

高圧ガス
保安法

火薬類
取締法

水銀汚染防止法

フロン排出抑制法

国内におけるGHS関連の法律
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事業者による法律／GHS対応を簡便化するため、日本国内のGHS共通ルールを
日本産業規格 JIS Z 7252、及びJIS Z 7253として策定

化管法

• SDSの提供義務

• ラベル表示の努力義務

安衛法

• SDSの提供義務

• ラベルの表示義務
• 対象物質以外でも危険有害

性を有するすべての化学物質
及びそれを含有する混合物の
ラベル表示及びSDS提供の
努力義務

毒劇法
• 名称、含量、製造業者

等の情報の容器・被包
への表示義務

• 性状及び取扱に関する
情報等の提供義務

日本におけるSDS三法

さらに、GHS分類を正確かつ効率的に実施するための手引きとして、
「政府向けGHS分類ガイダンス」及び「事業者向けGHS分類ガイダンス」を作成・公表

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/ghs_tool_01GHSmanual.html

GHSに関連した日本国内の法律（いわゆるSDS三法）があるが、
個別の法律にGHSに関する条項を追加するのは困難

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/ghs_tool_01GHSmanual.html


日本におけるSDS三法の対象物質イメージ

化管法

化管法における指定化学物質（第一種指定化学物質及び
第二種指定化学物質） 又は
指定化学物質を規定含有率以上含有する製品

⇒ 化管法に基づくラベル表示の努力義務 及び
SDS提供の義務

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/qa/3.html

安衛法

労働安全衛生法施行令別表第３第１号（製造許可物質）及び
別表第９で指定された物質並びに（令和7年4月1日以降）労働
安全衛生規則別表第２で指定された物質 又は
当該物質を裾切値（物質によって異なる。）以上含む混合物

⇒ 安衛法に基づくラベル表示の義務 及び
SDS交付等による通知の義務

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11237.html

毒劇法

◆毒物：毒劇法別表第１、毒物及び劇物指定令（以下「指定
令」という。）第１条に記載されている物質
◆劇物：毒劇法別表第２、指定令第２条に記載されている物質

⇒ 毒劇法に基づく容器・被包への表示義務 及び
その毒物劇物の情報（SDS）の提供義務

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/130813-01.html 13

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/qa/3.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11237.html
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/130813-01.html
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GHSに関する日本産業規格（JIS）

日本産業規格（JIS）
・JIS Z 7252：2019

GHSに基づく化学品の分類方法
→危険有害性の分類基準に関する規格

国連GHS文書の内容を
日本のルールとして整理したのが２つのJIS

・JIS Z 7253：2019
GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法
→ラベル・SDSの作成方法に関する規格

https://www.jisc.go.jp/app/jis/general/GnrJISSearch.html
※日本産業標準調査会（JISC）のウェブページから閲覧が可能です。

https://www.jisc.go.jp/app/jis/general/GnrJISSearch.html
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2年毎に改訂。国連での
年2回・全4回の議論で
次回版の改訂を確定。

初版（2003年）

改訂８版（2019年）

改訂７版（2017年）

改訂６版（2015年）

改訂５版（2013年）

改訂４版（2011年）

改訂２版（2007年）

改訂３版（2009年）

JIS Z 7250：2010 (MSDS)

JIS Z 7251：2010 (表示)

JIS Z 7252：2014 (分類方法)

JIS Z 7253：2012 (情報伝達)

JIS Z 7252：2019 (分類方法)

JIS Z 7253：2019 (情報伝達)

JIS Z 7252：2009 (分類方法)

政府向けGHS分類ガイダンスVer. 2.0
(2019)

事業者向けGHS分類ガイダンスVer. 2.0 
(2019)

政府向けGHS分類ガイダンスVer. 1.1
(2015) 

事業者向けGHS分類ガイダンスVer. 1.1 
(2015)

政府によるGHS分類結果
（NITE公開）

統合

準拠 or 推奨

関係省庁等連絡会議

経済産業省名

ガイダンスに準拠し
分類実施

GHS分類マニュアル(H18.2.10版)

政府向けGHS分類ガイダンス(H20.9.5版) 

事業者向けGHS分類ガイダンス(H21改訂版) 

純物質

混合物

適宜、改訂

改訂９版（2021年）

改訂10版（2023年） JIS Z 7252：2025 (分類方法)

JIS Z 7253：2025 (情報伝達) 政府向けGHS分類ガイダンスVer. 3.0
(2025)

事業者向けGHS分類ガイダンスVer. 3.0 
(2025)

（関係省庁連絡会議の
全省庁名）

経済産業省名

国連GHS文書、国内法律、JIS、ガイダンス等の位置づけ

国連GHS文書 日本産業規格（JIS） GHS分類ガイダンス

SDS 3法

化管法

安衛法

毒劇法

参考

※改訂等のスケジュールは
前後する場合があります。
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GHSにおける基本方針

物質および混合物に固有な危険有害性を特定

危険有害性 × ばく露 ＝ リスク

現時点で利用可能なデータに基づいて分類

試験の重複および試験動物の不必要な使用を
避けるために、既存の制度により得られている
試験データを受け入れることが推奨される。

（参考）国連GHS文書 仮訳
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/ghs_text.html

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/ghs_text.html
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GHSにおける「危険有害性」
【物理化学的危険性 17項目】

爆発物
可燃性ガス
エアゾール
酸化性ガス
高圧ガス
引火性液体
可燃性固体
自己反応性化学品
自然発火性液体
自然発火性固体
自己発熱性化学品
水反応性可燃性化学品
酸化性液体
酸化性固体
有機過酸化物
金属腐食性化学品
鈍性化爆発物

【健康に対する有害性 10項目】
急性毒性
皮膚腐食性/刺激性
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性
呼吸器感作性または皮膚感作性
生殖細胞変異原性
発がん性
生殖毒性
特定標的臓器毒性（単回ばく露）
特定標的臓器毒性（反復ばく露）
誤えん有害性

【環境に対する有害性 2項目】
水生環境有害性（急性／短期）
水生環境有害性（慢性／長期）
オゾン層への有害性

※NITE-Gmiccsでは、人健康及び環境有害性が分類対象であり、
物理化学的危険性については基本的に分類されません。

（参考）日本産業規格JIS Z 7252：2019
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危険有害性区分とラベル要素の関係

分類基準に従って決定する危険有害性区分に
応じて絵表示等のラベル要素が決まる。

（パンフレット）－GHS対応－化管法・安衛法・毒劇法におけるラベル表示・SDS提供制度
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/information/seminar/GHSpamphlet.pdf

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/information/seminar/GHSpamphlet.pdf


19

可燃性／引火性ガス
引火性液体
可燃性固体
自己反応性化学品

など

支燃性／酸化性ガス
酸化性液体・固体

爆発物
自己反応性化学品
有機過酸化物

金属腐食性物質
皮膚腐食性

眼に対する重大な
損傷性

高圧ガス 急性毒性
（区分１～３）

急性毒性 (区分４)
皮膚刺激性(区分２)
眼刺激性(区分２Ａ)
皮膚感作性
特定標的臓器毒性
         （区分３）

など

水生環境有害性 呼吸器感作性
生殖細胞変異原性
発がん性
生殖毒性
特定標的臓器毒性
（区分１，２）
吸引性呼吸器有害性

【どくろ】

【円上の炎】 【爆弾の爆発】

【ガスボンベ】【腐食性】

【環境】 【健康有害性】

【炎】

【感嘆符】

※絵表示（ピクトグラム）： 【シンボル】を赤い枠で囲んだもの

ラベル要素（絵表示、注意喚起語、危険有害性情報（Hコード）、注意書き（Pコード））は、
GHSのそれぞれの危険有害性クラス及び危険有害性区分によって割り当てられます。
割り当ての詳細については、国連GHS文書の附属書やJIS Z 7253を参照してください。

絵表示と危険有害性クラスの関係
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押さえておきたいポイント

選択可能方式（Building block approach）

国際的な調和を念頭に一定の制限の下、各国は
どの危険有害性クラス、区分を適用するか決める
ことができる。

濃度限界（カットオフ値）

未試験の混合物を、成分の危険有害性に基づいて
分類する場合に使用する成分の含有濃度の限界値

国連GHS文書 改訂第9版（2021年）の仮訳、7-8ページ
JIS Z 7252：2019、5ページ
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選択可能方式

（ビルディングブロックアプローチ）

NITE-Gmiccs分類ロジック より抜粋

日本では赤色の区分を採用していない。
・急性毒性：区分5
・皮膚腐食性／刺激性：区分3
・誤えん有害性：区分2

https://www.ghs.nite.go.jp/link/ja/contents/gmiccs_logic_20210401.pdf
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濃度限界（カットオフ値）:分類を行う値

成分の分類：

混合物の分類基準となるカットオフ値／濃度限界：

区分1 発がん性物質
区分2 発がん性物質

区分1A 区分1B

区分1A 発がん性物質 ≧0.1％ -- --

区分1B 発がん性物質 -- ≧0.1％ --

区分2 発がん性物質 -- --
≧0.1％ （注記1）

≧1.0％ （注記2）

国連GHS文書で濃度限界が併記されている場合がある。

注記1：区分2の発がん性物質成分が0.1%と1%の間の濃度で混合物中に存在する場合には、す
べての規制所管官庁は、製品のSDSに関する情報を要求する。しかしながら、ラベル警告を求
めるかどうかはそれぞれの判断（任意）となる。一部所管官庁は成分が0.1%と1%の間で混合
物中に存在する場合にラベル表示を選択するであろうが、他の所管官庁は、通常、このような
場合にはラベル表示を要求しないであろう。

注記2：区分2発がん性物質成分が≧1.0％の濃度で混合物中に存在する場合、一般にSDSとラ
ベルの両方が期待される。

例） 発がん性

GHS文書 改訂第9版（2021年）の仮訳 （経済産業省）
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/files/ghs/ghs_text_9th/GHS_rev9_jp_document.pdf

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/files/ghs/ghs_text_9th/GHS_rev9_jp_document.pdf
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成分の分類：

混合物の分類基準となるカットオフ値／濃度限界：

区分1 発がん性物質
区分2 発がん性物質

区分1A 区分1B

区分1A 発がん性物質 ≧0.1％ -- --

区分1B 発がん性物質 -- ≧0.1％ --

区分2 発がん性物質 -- --
≧0.1％ （注記1）

≧1.0％ （注記2）

注記1：区分2の発がん性物質成分が0.1%と1%の間の濃度で混合物中に存在する場合には、す
べての規制所管官庁は、製品のSDSに関する情報を要求する。しかしながら、ラベル警告を求
めるかどうかはそれぞれの判断（任意）となる。一部所管官庁は成分が0.1%と1%の間で混合
物中に存在する場合にラベル表示を選択するであろうが、他の所管官庁は、通常、このような
場合にはラベル表示を要求しないであろう。

注記2：区分2発がん性物質成分が≧1.0％の濃度で混合物中に存在する場合、一般にSDSとラ
ベルの両方が期待される。

例） 発がん性

GHS文書 改訂第9版（2021年）の仮訳 （経済産業省）
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/files/ghs/ghs_text_9th/GHS_rev9_jp_document.pdf

併記されているカットオフ値のうち
日本では大きいほうの値で区分が付く

濃度限界（カットオフ値）:分類を行う値
混合物としては

区分2と推定される

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/files/ghs/ghs_text_9th/GHS_rev9_jp_document.pdf


24

濃度限界（カットオフ値）:分類を行う値

NITE-Gmiccs分類ロジック より抜粋

国連GHS文書で濃度限界が併記されている場合、
日本のJIS Z 7252では大きいほうの値を採用している。

※有効となる区分や採用しているカットオフ値は、各国の法令等を確認する必要がある。
NITE-Gmiccsでは便宜上、大きいほうの値を適用する分類判定ルールを「JISルール」、
小さいほうの値を適用する分類判定ルールを「UNルール」と呼んでいる。

https://www.ghs.nite.go.jp/link/ja/contents/gmiccs_logic_20210401.pdf
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濃度限界（カットオフ値）:分類を行う値

事業者向けGHS分類ガイダンス（経済産業省ウェブページ）
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/ghs_tool_01GHSmanual.html

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/ghs_tool_01GHSmanual.html
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分類を行う値とSDSを作成する値が異なる場合も

参考

危険有害性クラス
SDSを作成する濃度

（ただし、国内法令によって別途定めがある場合には、この限りではない）

急性毒性 1.0 %以上

皮膚腐食性／刺激性 1.0 %以上

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 1.0 %以上

呼吸器感作性又は皮膚感作性 0.1 %以上 （※）

生殖細胞変異原性：区分1 0.1 %以上

生殖細胞変異原性：区分2 1.0 %以上

発がん性 0.1 %以上 （※）

生殖毒性 0.1 %以上 （※）

特定標的臓器毒性（単回ばく露） 1.0 %以上 （※）

特定標的臓器毒性（反復ばく露） 1.0 %以上 （※）

誤えん有害性：区分1 10 %以上の区分1の物質かつ40℃での動粘性率が20.5 mm2/s以下

水生環境有害性 1.0 %以上

健康及び環境の各危険有害性クラスに対するSDSを作成する濃度

※分類を行う濃度未満であっても、SDSを作成する濃度以上で混合物中に存在する場合
当該成分のGHS分類区分及び濃度又は濃度範囲を記載する必要があるので注意！

（参考）JIS Z 7253：2019
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本講義の内容

１．GHSの基礎

２．化学物質（単一物質）のGHS分類

３．混合物（製品）のGHS分類

４．SDSの基礎
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日本のGHS分類方法を規定する「分類JIS」

←日本産業規格 JIS Z 7252：2019
「GHSに基づく化学品の分類方法」

◆国連GHS文書の改訂6版に基づき、
日本におけるGHS分類方法を規定

◆危険有害性ごとに化学物質及び
混合物の分類基準が決まっている。

◆事業者自身で分類を実施する場合、
JIS Z 7252 又は 「事業者向け
GHS分類ガイダンス」を参照する。

※JIS検索（日本産業標準調査会）
https://www.jisc.go.jp/

○GHS分類ガイダンス（経済産業省）
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/ghs_tool_01GHSmanual.html

https://www.jisc.go.jp/
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/ghs_tool_01GHSmanual.html
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GHS分類の手引き 「分類ガイダンス」

JIS Z 7252
「GHSに基づく化学品の分類方法」

政府向けGHS分類ガイダンス 事業者向けGHS分類ガイダンス

◆JIS Z 7252に基づき、関係省庁等が
「政府によるGHS分類事業」を正確
かつ効率的に実施するためのもの。

◆主に化学物質（単一物質）の
分類方法が記載されている他、
分類事業で使用する情報源も記載。

◆国連GHS文書やJISの改正等に伴い、
内容が更新される。

◆JIS Z 7252に基づき、事業者が
GHS分類を正確かつ効率的に実施
するためのもの。

◆化学物質（単一物質）及び
混合物の分類方法が記載されている
他、参考となる情報源も記載。

◆国連GHS文書やJISの改正等に伴い、
内容が更新される。

○GHS分類ガイダンス（経済産業省）
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/ghs_tool_01GHSmanual.html

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/ghs_tool_01GHSmanual.html


30
30

「政府によるGHS分類結果」（参考分類）

「政府向けGHS分類ガイダンス」
に基づき、関係機関が連携して

主に単一物質の分類を実施

化学品を取り扱う事業者が
ラベル・SDS作成の参考に！
※同じ内容を記載しなければ
ならないといった義務はない。

分類難しい・・・

政府によるGHS分類結果

○政府によるGHS分類結果
https://www.chem-info.nite.go.jp/chem/ghs/ghs_download.html

https://www.chem-info.nite.go.jp/chem/ghs/ghs_download.html
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○NITE統合版 GHS分類結果
例：無水フタル酸の分類結果抜粋

https://www.chem-info.nite.go.jp/chem/ghs/ghs_nite_download.html

NITE統合版 政府によるGHS分類結果
※「政府によるGHS分類結果」の最新版のみを集約したもの
（再分類された物質についても最新の分類結果のみ閲覧可）

https://www.chem-info.nite.go.jp/chem/ghs/ghs_nite_download.html
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本講義の内容

１．GHSの基礎

２．化学物質（単一物質）のGHS分類

３．混合物（製品）のGHS分類

４．SDSの基礎
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混合物の分類手順

(a) 混合物そのものの試験データがあればそれを使用

(b) つなぎの原則（Bridging principles）

①希釈
②製造バッチ
③毒性の高い混合物の濃縮
④一つの危険有害性区分の中での内挿
⑤本質的に類似した混合物
⑥エアゾール

(c) 個々の成分に関する既知の情報に基づいて、混合物の

危険有害性を推定（加算式、カットオフ値/濃度限界 等）

高

低

※物理化学的危険性には適用不可。

※後述の表に示す危険有害性項目に限る。また、物理化学的危険性には適用不可。

物理化学的危険性 健康有害性 環境有害性

健康有害性 環境有害性

健康有害性 環境有害性
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(a) 混合物そのものの試験データがあればそれを使用

様々な成分を含む混合物（製品）として試験した結果がある場合
（燃焼性試験や変異原性試験など）、その結果が最も優先される。

混合物X
（組成成分A、B、C、・・・）

混合物Xについて試験

混合物Xそのものの試験データ
（物性値や毒性値等）に基づき

GHS分類を実施
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(b) つなぎの原則（Bridging principles）

希釈

有害性があまりないと考えられる物質で希釈した
場合、試験された元の化学物質/混合物と同等
として分類してもよい。

３つの混合物（A,B,C）が同じ成分Dをもち、
AとBが試験されて主にDにより同じ有害性区分
にある場合で、さらにCの成分DがAとBの中間
濃度であれば同じ有害性区分と推定される。

製造バッチ
同じ製造業者が生産した試験していない
バッチの同じ製品は、試験した製造バッチの
有害性と同等とみなせる。
ただし、バッチ間で有害性が変動する場合は
新しく分類する。

本質的に類似した混合物
A+B（試験済み）、C+B（試験なし）と
いう2種類の混合物がある。AとCの有害性
区分が同等であり、同程度混合されているB
は有害性に影響しないと考えられれば、C+B
はA＋Bと同じ区分に分類してもよい。

毒性の高い混合物の濃縮

区分1や細区分１Aに分類される成分を
濃縮する場合、追加試験無しで区分１
又は１Aにしてもよい。

エアゾール
エアゾール形態の混合物は添加した噴霧
剤が噴霧時に有害性に影響しない条件下
では、非エアゾール形態の混合物と同一の
有害性区分に分類してもよい。

一つの有害性区分内での内挿

※詳細はJISや分類ガイダンスをご確認ください。



36事業者向けGHS分類ガイダンス https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/ghs_tool_01GHSmanual.html

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/ghs_tool_01GHSmanual.html
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例）【急性毒性】 （加算式による分類）
混合物の全成分についてデータが利用できる場合

𝐴𝑇𝐸𝑚𝑖𝑥 ：混合物の急性毒性推定値

𝑛 ：成分数（nのとき、i は1からn）

𝐶𝑖  ：成分iの濃度

𝐴𝑇𝐸𝑖  ：成分iの急性毒性値（利用可能なLD50／LC50値など）

(c) 個々の成分に関する既知の情報に基づいて、混合物の危険有害性を推定

100

𝐴𝑇𝐸𝑚𝑖𝑥
= 

𝑖=1

𝑛
𝐶𝑖

𝐴𝑇𝐸𝑖

急性毒性が未知の
考慮すべき成分の
濃度の合計が10％
以下の場合に限る
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例）【急性毒性】 （加算式による分類）
混合物の全成分についてデータが利用できる場合

100

𝐴𝑇𝐸𝑚𝑖𝑥
= 

𝑖=1

𝑛
𝐶𝑖

𝐴𝑇𝐸𝑖
=

60

600
+

30

300
+

10

200

混合物中の含有率 [%] LD50 [mg/kg]
組成成分A 60 600
組成成分B 30 300
組成成分C 10 200

𝐴𝑇𝐸𝑚𝑖𝑥 =
100

60

600
+

30

300
+

10

200

= 400 [mg/kg]

※LD50（Lethal Dose 50% kill, Median Lethal Dose）： 半数致死量
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ｎ

JIS

JIS

JIS

(c) 個々の成分に関する既知の情報に基づいて、混合物の危険有害性を推定

例）【発がん性など】
成分のカットオフ値／濃度限界から分類

濃度限界が併記されている場合、日本のJIS Z 7252では大きいほうの値を採用している。

GHS文書 改訂第9版（2021年）の仮訳 （経済産業省ウェブページ） https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/ghs_text.html

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/ghs_text.html
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組
成
情
報

物
性
情
報

GHS混合物分類判定ラベル/SDS作成支援システム

NITE-Gmiccs
（ナイト・ジーミックス）

GHSラベル要素

混合物の
GHS分類判定

混合物（製品）

インポート エクスポート

GHS分類

ラベル・SDSに必要な混合物のGHS分類（化学品の危険有害性判定）を
Webブラウザからいつでもどこでも実施できる無料のシステムです。

SDS様式

GHS混合物分類判定ラベル/SDS作成
支援システム（NITE-Gmiccs）
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混合物（製品）に含まれる単一物質※1を選択し、含
有率を入力すれば危険有害性の分類を判定※2します

※1 単一物質のデータがGmiccsに収載されていない（政府によるGHS分類結果がない）
場合はユーザーで準備し、Gmiccsに登録する必要があります。

      政府によるGHS分類の有無はシステム内で検索又は以下のURL先から確認下さい。
＜NITE統合版GHS分類結果（政府によるGHS分類の最新版を集約）＞
https://www.chem-info.nite.go.jp/chem/ghs/ghs_nite_download.html

SDS・ラベルの作成支援のため
に政府がGHS分類を実施

約3,400物質

「政府によるGHS分類結果」
（便宜上、NITE分類と呼びます。）

分類結果をNITEが整理・統合
（NITE統合版GHS分類）

NITE-Gmiccs 
GHS混合物分類判定ラベル/SDS作成支援システム invented by METI

GHS Mixture Classification and Label/SDS Creation System

※2 物理化学的危険性については一部のみの分類がシステムで判定されるため、
必ずユーザー側でロジックを確認してください。
https://www.ghs.nite.go.jp/link/ja/gmiccs_ClassificationLogic.html

基礎データとして約3,400の単一物質（組成成分）の
「政府によるGHS分類結果」をNITE-Gmiccsへ収載

「EU:CLP調和分類」

ヨーロッパのGHS分類※３

約4,700物質

※3 EUのCLP規則、附属書VI表３で公表されている有害性物質の分類に関する
情報です。

https://www.chem-info.nite.go.jp/chem/ghs/ghs_nite_download.html
https://www.ghs.nite.go.jp/link/ja/gmiccs_ClassificationLogic.html
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混合物（製品）中でNITE-Gmiccsに収載されていない
組成成分データは、ユーザー側で登録する必要があります！

NITE-Gmiccs 
GHS混合物分類判定ラベル/SDS作成システム invented by METI

ユーザー
所有情報

未
登
録

➢ NITE-Gmiccsに未収載の成分情報（政府分類が無い化学物質の情報）については、登録が必要です。
➢ ユーザー側で組成成分のGHS分類情報を準備し、Step 1（化学物質(成分)GHS情報）で登録します。
➢ 成分のGHS分類情報がない場合は、データなし（分類できない）、として登録する必要があります。

※組成成分ごとのGHS分類方法については下記のNITEウェブページもご参照ください。
＜GHS分類方法について＞
https://www.chem-info.nite.go.jp/chem/ghs/ghs_classification.html

https://www.chem-info.nite.go.jp/chem/ghs/ghs_classification.html
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※1：データ未収載の組成成分を含有する場合、先にStep 1（化学物質(成分)GHS情報）で情報を登録してください。
※2：GHS分類結果をSDS様式に出力するだけであり、各項目については追記の必要があります。

譲渡・提供・使用する際には必ず各項目を確認の上、作成者の責任の下に伝達してください。

STEP

2
混合物（製品）の組成情報などを入力
手入力 or エクセルフォーマット(CSV)でまとめてアップロード

STEP

1
純物質のGHS分類情報などを入力
手入力 or エクセルフォーマット(CSV)でまとめてアップロード

CSVファイル

STEP

3
分類判定ルールを選択すると
自動的にGHS分類されるのを待つだけ！

STEP

4
会社情報を入力するとGHS対応のラベルを出力

できます

STEP

5
GHS分類結果をSDS様式に出力できます

NITE-CHRIPの一部法規制情報も反映します

Webフォーム

混合物（製品）の組成情報 NITE-Gmiccs

CSVファイル Webフォーム

単一物質（成分）の組成情報
NITE-Gmiccs

NITE-Gmiccs 混合物のGHS分類結果

混合物のGHSラベル

NITE-Gmiccs

混合物のSDS様式
NITE-Gmiccs

NITE-CHRIPと
連携

STEP 3の
csvファイル

STEP 3、5の
csvファイル

NITE-Gmiccsの利用イメージ
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NITE-Gmiccs 
GHS混合物分類判定ラベル/SDS作成システム invented by METI

GHS/JISで定められた
16項目のSDS様式に出力

CSVファイル又は
Xlsxファイルで出力

STEP5 混合物ID NITE-MIX-1

作成日 2017/12/7

改訂日

判定ルール JIS

対応版 JIS 2019年度版

１．化学品等及び会社情報

化学品の名称 ホルムアルデヒド（Formaldeyde）

製品コード Gmiccs-NITE-0001

供給者の会社名 ○○○○株式会社

住所 東京都○○区○○町

電話番号 03-1234-5678

電子メールアドレス NITE@XX.XX.jp

ファックス番号

緊急連絡電話番号 03-1234-5678

推奨用途 溶剤、原料、○○、△△

使用上の制限 ○○には使用不可

国内製造事業者等の情報 △△△△株式会社

備考

２．危険有害性の要約

GHS分類

物理化学的危険性 引火性液体 区分１

健康に対する有害性 急性毒性（吸入：蒸気） 区分4

急性毒性（吸入：粉じん、ミスト）分類できない

皮膚腐食性／刺激性 区分2

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性区分1

呼吸器感作性 区分1

皮膚感作性 区分1

生殖細胞変異原性 区分2

発がん性 区分1A

特定標的臓器毒性（単回ばく露）区分あり

特定標的臓器毒性（単回ばく露）（3）区分1 神経系

特定標的臓器毒性（反復ばく露）区分あり

特定標的臓器毒性（反復ばく露）（3）区分1 呼吸器

環境に対する有害性 水生環境有害性　短期（急性）区分2

水生環境有害性　長期（慢性）区分2

GHSラベル要素

絵表示（ピクトグラム）

安全データシート（SDS）

CSVファイルは
Gmiccsにインポートが可能

※GHS分類結果をSDS様式に出力するだけであり、各項目については追記の必要があります。
譲渡・提供・使用する際には必ず各項目を確認の上、作成者の責任の下に伝達してください。

SDSの各項目はNITE-Gmiccs上の
Webフォームで編集可能

GHS分類結果をSDS様式に出力できます

NITE-CHRIPの一部法規制情報も反映します
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NITE-Gmiccsで参照可能なNITE-CHRIPの法規制等

NITE-CHRIPに掲載されている
一部の法律情報等

SDS要素
出力項目

SDS要素
出力小項目

化審法：第一種特定化学物質 １５．適用法令 その他の国内法令

化審法：既存化学物質 ３．組成及び成分情報 官報公示整理番号（化審法）

化審法：新規公示化学物質（2011年4月1日
以降届出）

３．組成及び成分情報 官報公示整理番号（化審法）

化審法：新規公示化学物質（2011年3月31
日以前届出）

３．組成及び成分情報 官報公示整理番号（化審法）

安衛法：名称公表化学物質 ３．組成及び成分情報 官報公示整理番号（安衛法）

安衛法：新規名称公表化学物質 ３．組成及び成分情報 官報公示整理番号（安衛法）

化管法 （令和５年度分以降の排出量等の把握
や令和５年度以降のSDS提供の対象）

１５．適用法令
化学物質排出把握管理促進法
(PRTR法)

毒物及び劇物取締法 １５．適用法令 毒物及び劇物取締法

安衛法：表示対象物、通知対象物 １５．適用法令 労働安全衛生法

安衛法：特定化学物質障害予防規則 １５．適用法令 労働安全衛生法

大気汚染防止法 １５．適用法令 その他の国内法令

水質汚濁防止法 １５．適用法令 その他の国内法令

土壌汚染対策法 １５．適用法令 その他の国内法令

日本産業衛生学会：許容濃度 ８．ばく露防止及び保護措置 許容濃度

REACH：高懸念物質（SVHC） １５．適用法令 その他の国内法令

NITE-CHRIP
NITE化学物質総合情報提供システム

混合物に含まれる組成成分の
CAS登録番号がNITE-CHRIP
に掲載されている一部法律リスト
（右図）に該当する場合はSDS
の項目に情報を出力します

連 携

※NITE-CHRIPでは全ての法律対象物質、
全てのCAS登録番号を収載しているわけでは
ありません。

※各法律における裾切値等は考慮しておりません。

参考

https://www.ghs.nite.go.jp/link/ja/contents/gmiccs_chrip_20220331.pdf

NITE-Gmiccs に収載されている NITE-CHRIP の法律等のリスト

https://www.ghs.nite.go.jp/link/ja/contents/gmiccs_chrip_20220331.pdf
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混合物の分類方法とNITE-Gmiccsの関係

(a) 混合物そのものの試験データがあればそれを使用

(b) つなぎの原則（Bridging principles）
①希釈
②製造バッチ
③毒性の高い混合物の濃縮
④一つの危険有害性区分の中での内挿
⑤本質的に類似した混合物
⑥エアゾール

(c) 個々の成分に関する既知の情報に基づいて、混合物の

危険有害性を推定（加算式、カットオフ値/濃度限界 等）
※物理化学的危険性には基本的に適用不可

NITE-Gmiccsの対応範囲
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NITE-Gmiccsでできる事

人健康/環境有害性
のGHS分類判定

加算式及びカットオフ値で
実施できる分類

分類結果、ラベル・SDSの
日英対応

データの日英変換を自由に
英語での作業入力も可能

“一部”の物理化学的
危険性のGHS分類判定

可燃性ガス、酸化性ガス、引火
性液体はデータ次第
残りの項目は国連番号から分類

大量のデータを
入出力

複数の混合物（製品）情報や
単一物質（成分）情報をCSV
で入出力

English

1 2

3 4
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NITE-Gmiccsでできない事

SDSの全項目の出力 データがない物質の分類

Gmiccsに登録されていな
い組成成分はユーザーが
登録しないと分類ができま
せん

SDS様式機能で出力したも
のを、そのまま完成したSDSと
して使用することはできません
必ず追記の必要があります

化学物質”単体”の分類 他国のルールによる分類

国連GHS文書改訂６版
以外のルールによる分類は
実行不可
日英以外の言語は非対応

混合物ではない単一物質
の分類機能は設けていま
せん

1 2

3 4

システム上にデータ保存

システム上にデータは保存されません
①混合物組成情報
②単一物質情報
③分類結果・ラベルSDS様式
は登録実行後にダウンロードして下さい 5
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NITE-GmiccsのTopページ

TOPページの上帯には各種説明等掲載しています。ご参照ください。

＜使い方：NITE-Gmiccsの概要、操作説明書等を掲載しています＞
✓ NITE-Gmiccsの概要と使い方事例（まずはご参照ください！）

＜分類ロジック：分類判定方法についての説明を記載しています＞
✓ NITE-Gmiccs分類ロジック

参考

https://www.ghs.nite.go.jp/

https://www.ghs.nite.go.jp/
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本講義の内容

１．GHSの基礎

２．化学物質（単一物質）のGHS分類

３．混合物（製品）のGHS分類

４．SDSの基礎
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SDS（安全データシート）による情報伝達

（パンフレット）－GHS対応－化管法・安衛法・毒劇法におけるラベル表示・SDS提供制度

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/130813-01.html

• Safety Data Sheet
• 化学品を安全に取り扱うために危険有害性等に関する情報を記載した文書
• 事業者間で化学品を取り引きする時までに提供し、相手方へ情報伝達
• 日本国内においては、日本産業規格JIS Z 7253に記載事項等が規定
• 文責は化学品の譲渡・提供元（SDSの作成者）にある。

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/130813-01.html
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SDSへの記載内容

１．化学品及び会社情報

２．危険有害性の要約

３．組成及び成分情報

４．応急措置

５．火災時の措置

６．漏出時の措置

７．取扱い及び保管上の注意

８．ばく露防止及び保護措置

９．物理的及び化学的性質

１０．安定性及び反応性

１１．有害性情報

１２．環境影響情報

１３．廃棄上の注意

１４．輸送上の注意

１５．適用法令

１６．その他の情報
SDSの各項目の規定に従って、
作業場での安全確保、健康保護及び環境保護に
必要な手段がとれるようにすることが目的

JIS Z 7253：2019より
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SDSへの記載内容

・基本的な危険有害性情報

・安全に取り扱うための情報

化学品に関する・・・

危険な（又は危険の可能性のある）成分が
どれくらい含まれているのか？

事故を防ぐために
どのように扱うべきなのか？

・作成者や供給者の同定情報

誰が化学品を製造したのか？
誰が流通させたのか？

※危険有害性が全く無いことを証明する資料ではない！

（厚生労働省モデルSDSより ホルムアルデヒド）
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１．化学品等及び会社情報

化学品等の名称：安全な化学品A

２．危険有害性の要約

物理化学的危険性：対象外、特になし

健康に対する有害性：無毒、無刺激

環境に対する有害性：なし、毒性なし

４．応急措置

安全データシート（SDS）

危険性なし。処置は不要。

GHSでは使わない文言等で
過度に安全性が

強調されていないか？

危険有害性が全く無いことを証明する資料ではない！

分類等の根拠となる情報や
データが記載されているか？

参考
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日本のラベル・SDS作成方法を規定するJIS

←日本産業規格 JIS Z 7253：2019
「GHSに基づく化学品の危険有害性

情報の伝達方法－ラベル，作業場内
の表示及び安全データシート（SDS）」

◆国連GHS文書の改訂6版に基づき、
日本におけるラベル・SDS作成方法
を規定している。

◆JIS Z 7253に準拠したラベル・SDS
であればSDS三法の基本的な要求
に対応可能だが、各法令が個別に
要求している内容も確認が必要。
例）毒劇法： 「毒物又は劇物の別」

※JIS検索（日本産業標準調査会） https://www.jisc.go.jp/

https://www.jisc.go.jp/


56

JIS準拠のSDS様式で適切な情報伝達を

統一的な記載項目
✓ 項目の順番は統一
✓ 項目名称は統一
✓ 項目数は１６個

統一的な危険有害性の分類基準
✓ 分類基準はJISに準拠
✓ 使用される絵表示はJISに準拠

統一的な文言の使用
✓ 危険有害性の表現はJISに準拠
✓ 注意書きの文言はJISに準拠
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（再掲）ラベルとは

SDSから特に重要な情報を抽出し、視認性の良い記載にする
労働現場では容器にラベルが貼付られていることが重要

○○○○○ CAS番号： 50-00-0

毒物及び劇物取締法：

ロットNo. XYZ0123

消防法： 貯蔵等の届出を要する物質

劇物

【安全対策】
熱／火花／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること。－禁煙。
屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。
環境への放出を避けること。
保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。

【応急措置】
吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる
場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
呼吸に関する症状が出た場合：医師に連絡すること。
漏洩ガス火災の場合：漏えいが安全に停止されない限り消火しないこと。

【保管】
容器を密閉しておくこと。
施錠して保管すること。
日光から遮断し、換気の良い場所で保管すること。

【廃棄】
内容物／容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。

【その他の危険有害性】
情報なし

供 給 者：○○○○株式会社　　　 

注意書き

ホルムアルデヒド (Formaldehyde)

成分：

危険
危険有害性情報

極めて可燃性又は引火性の高いガス
高圧ガス：熱すると爆発のおそれ
飲み込むと有害
皮膚に接触すると有毒
遺伝性疾患のおそれの疑い
長期にわたる、又は反復ばく露による中枢神経系、呼吸器の障害

ラベル

＜JIS Z 7253における定義＞
化学品に関する情報要素のまとまりであって、
かつ、化学品の容器に直接印刷貼付け又は
添付されるもの。

（厚生労働省モデルラベルを基に編集 ホルムアルデヒド）
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ラベルに必要な情報

• 危険有害性を表す絵表示

• 注意喚起語

• 危険有害性情報

• 注意書き

• 化学品の名称

• 供給者を特定する情報

• その他国内法令によって表示が求められる事項
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◆－GHS対応－ 化管法・安衛法におけるラベル表示・SDS提供制度
（経済産業省、厚生労働省）

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/information/seminar/G
HSpamphlet.pdf

◆化管法SDS制度に関するＱ＆Ａ（経済産業省）
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/qa/3.html

◆化学物質対策に関するＱ＆Ａ（ラベル・SDS関係）（厚生労働省）
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11237.html

◆GHS対応モデルラベル・モデルSDS（厚生労働省）
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/GHS_MSD_FND.aspx

◆化管法に基づくSDS・ラベル作成ガイド～事業者向けGHS分類
ガイダンス・GHS混合物分類判定システム～（経済産業省）

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/information/seminar202
3/sds_guidance_2023_r.pdf

参考 ※海外輸出しようとする化学品（製品）が輸出先の国の規制を受ける場合には、
その輸出先の国のルールに基づき情報伝達を行う必要があります。

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/information/seminar/GHSpamphlet.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/information/seminar/GHSpamphlet.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/qa/3.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11237.html
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/GHS_MSD_FND.aspx
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/information/seminar2023/sds_guidance_2023_r.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/information/seminar2023/sds_guidance_2023_r.pdf
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社会を支える化学品の安全情報を
SDS・ラベルで正しく伝達

GHS解説動画 【4分解説】GHS：SDS・ラベルとの関係とは？？
他、様々なGHS学習コンテンツを公開中！

https://www.chem-info.nite.go.jp/chem/ghs/ghs_training.html

参考

https://www.chem-info.nite.go.jp/chem/ghs/ghs_training.html


61

お問い合わせ先

化学物質管理センター情報基盤課 TEL. 03-3481-1999

メールお問い合わせフォーム
https://www.nite.go.jp/cgi-bin/contact/?cid=00000130&lang=0

お気軽にお問い合わせください。

独立行政法人
製品評価技術基盤機構
化学物質管理センター
情報基盤課

Eメールアドレス
chem_information@nite.go.jp

NITE-Gmiccs

NITE-CHRIP

GHS混合物分類判定ラベル作成システム invented by METI

NITE化学物質総合情報提供システム

https://www.ghs.nite.go.jp/

https://www.chem-
info.nite.go.jp/chem/chrip/chrip_search/systemTop

https://www.nite.go.jp/cgi-bin/contact/?cid=00000130&lang=0
https://www.ghs.nite.go.jp/
https://www.chem-info.nite.go.jp/chem/chrip/chrip_search/systemTop
https://www.chem-info.nite.go.jp/chem/chrip/chrip_search/systemTop
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